
「映える!遊べる!ふたみなかやまタウンガイド」 
のご紹介 

 令和４年度予算商工会等地域活性化事業として、双海中山商工会ホームページに
会員事業所を紹介する「ふたみなかやまタウンガイド」を追加しました。 
 目的から、もしくは画面上のマップからお店を探すことが出来ます。楽しい情報
が盛りだくさん!ぜひご覧ください。 https://guide.futaminakayama.com/ 
 また、「ふたみなかやまタウンガイド」に掲載を希望される会員の方は双海中山
商工会（裏面連絡先）までご連絡ください。写真撮影から、紹介文作成まで商工会
職員がサポートいたします。 
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ふたみなかやま 
商工会だより 

 スマートフォン用ページはこちらから 

 
お出かけするな
ら要チェック! 



 

健康診断(巡回健診)のご案内について 
 令和５年度も、順風会健診センター協力のもと会員福祉事業として会員及び従業員の皆様を対
象に健康診断を実施することといたしました。本年度は商工会が 1 人あたり 1,500 円の補助を
いたします（前年度 1,000 円）。この機会にぜひ受診ください。なお、申し込み等詳細につきま
しては後日文書を発送いたします。 
  実施予定日 中山本所:令和 5 年 9 月２５日（月）双海支所:令和５年９月 20 日（水）   

   
その経営のお悩み、専門家に相談してみませんか?? 
    商工会の専門家派遣をご利用ください。 

 
         双海中山商工会の「専門家派遣事業」は会員の経営上の課題 
        解決に、税理士や中小企業診断士などの専門家を無料で派遣いた 
        します。 
         ※相談は何度でも行えますが、専門家に業務を委託する場合は 
         個別の契約となりますので報酬が発生します。ご了承ください。 
      ご利用の流れ 

 

           

 

 

 

こんな時にこんなお支払いをします。 
①歩行者をはねて死亡事故を起こした。 
→300 万円（死亡臨時費用共済金 30 万円を含む）を 
 支払限度額として契約者が負担した自費をお支払い  
 します。 
②自分が追突されて、自分と同乗者 1 名がそれぞれ 5 
 日間入院し、その後 10 日間ずつ通院した。 
→入院:4,500 円×5 日×2 人＝45,000 円 
 通院:2,250 円×10 日×2 人＝45,000 円 
                    など 
掛金（対物・車両特約含む年払） 
  自家用乗用自動車  12,100 円 
  自家用軽乗用自動車  7,600 円 

 お問合せ先 
【中山本所】 

伊予市中山町中山丑 285-1 
☎:967-0197  FAX:967-1562 

【双海支所】 
伊予市双海町上灘甲 5821-6 

 

 

 

この制度の特色 
・万一の自動車事故の場合、共済金は契約者 
 であるあなたにお支払いします。 
・必要な費用 :香典供花料、葬儀費用、相手 
 側への誠意を示すお見舞いなどの出費に 
 お役立ていただけます。 
・運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに 
 掛金は同じです。 
・事業者の場合は、共済掛金は全て損金処理 
 ができます。 
・詳細につきましては、同封のチラシをご覧 
 ください。 


